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2021 年度定時総会次第 

 
１．開 会 
 

 

２．定足数報告 

 
 
３．理事長あいさつ 

 
 
４．総会議長選出 

 
 
５．議事録署名人選出 

 
 
６．議 事 

 （１）報告事項 

     2021 年度事業計画および 2021 年度収支予算について 

 

 （２）議決事項 

     ① 第１号議案 2020 年度事業報告の承認について 

     ② 第２号議案 2020 年度収支報告の承認および監査報告について 

     ③ 第３号議案 理事の選任について 

     ④ その他 

 

 

７．議長退任 

 
 
８．閉 会 
 



2021 年度事業計画 

 
１．はじめに 

 

（１）地域の暮らしや地方自治をめぐる特徴的な情勢 

 

 ① 2019 年末に中国で初の発症が確認された新型コロナウイルスは、瞬く間に世界中に拡散・

感染拡大し、この 1 年余りで全世界の感染者数は 1 億人を超え、約 270 万人以上が亡くなっ

ています。さらに、感染拡大防止のための都市封鎖による経済活動の停止などにより、経済面

にも深刻な影響を及ぼしました。 

   こうした状況は、国内も同様で、感染拡大阻止に向け、2 度の「緊急事態宣言」が出され、

長引く時短・休業要請や外出自粛により、観光業や公共交通、飲食業などでは深刻なダメージ

を受けています。新型コロナウイルス関連倒産は、東京や大阪などの都市部を中心に増え続け、

5 月時点で 1,400 件を超え、さらなる増加も懸念されています。また、解雇や雇止めも 4 月時

点で 10 万人を超えるなど、経済・雇用情勢は先行きが見えない状況となっています。 

   こうした中、政府はさまざまな対応を行ってきましたが、「支援なき時短要請」や、「GOTO

キャンペーンの停止時判断」、「2 度目の緊急事態宣言の発出」などでの後手後手の対応に多く

の批判が向けられています。 

 

 ② 新型コロナウイルスの蔓延は、現在の社会の問題や課題を浮き彫りにし、今後のあり方を大

きく問いかけました。都市部などの人口密集地での急速な感染拡大や、外出自粛によるテレワ

ークの浸透により、東京では昨年 7 月から 6 ヵ月連続で転出超過となるなど、一極集中の流れ

が変わりつつあります。また、本年 9 月にはデジタル庁が創設され、自治体のデジタル化も進

もうとしています。一方で、医療従事者や医療分野における専門人材不足の影響は、感染拡大

により、顕著に表れ、もはや医療崩壊といえる状況にまで追い込まれました。さらには、こう

した緊急事態において弱者が先行して切り捨てられることは、公的なセーフティネットの脆弱

性を明らかにもしました。 

   少子高齢化、人口減少社会を進行している中、持続可能な社会、誰もが安心して暮らせる社

会を築いていくためには、これまでの生き方や価値観、社会のありようを改めて見直し、一人

ひとりがどのように生きていきたいか、どのような社会を構築していくかを考えていくことが

強く求められます。 

 

 ③ 「3.11 東日本大震災」から 10 年の節目が経過しました。復旧・復興は進んだものの、NHK

の調査では、現在の復興状況に対し回答者の半数以上が「思い描いていたより悪い」との回答

を示しており、その理由についても、「住民同士のつながり」、「にぎわい」の回答数が多くなっ

ています。このことは、ハード面の復旧・復興は進んだものの、住民同士のつながりなどコミ

ュニティーの再生といったソフト面が十分に進んでいない現状が浮かんでいます。震災のみな

らず、近年頻発する大規模水害なども含めたあらゆる自然災害に対しての防災対策を講じるこ

とにあわせて、全国的な人口減少社会に突入した中ではあるものの、被災後の地域の持続に向

けハード・ソフトの両面で事前復興の視点での対策を講じていかなければなりません。 

 



（２）高知県における特徴的な情勢 

 

 ① 高知県においても、新型コロナウイルス感染拡大による影響は大きく、2020 年春の全国一

斉の非常事態宣言で経済情勢は落ち込み、１年経た現状においても、感染拡大前の水準には戻

っていない状況となっています。とりわけ、公共交通分野においては、従来からの低水準に拍

車をかける状況となっており、今後の維持・存続が危惧されています。また、全国的な外出自

粛の影響により県内飲食や観光業は大きく冷え込み、さらに都市部での外食自粛の動きにより、

「外消」により成り立ってきた県内農業、水産業者はダメージを受けることとなりました。一

方で、小売業では在宅時間が長くなったことの影響からホームセンターや家電量販店、スーパ

ーなどで前年比増の傾向となるものの、百貨店などでは減少傾向になるなど、業態によって影

響は様々となっています。 

 

 ② 他方で、新型コロナウイルス感染拡大による都市部からの人口流入の流れは高知県では見受

けられず、県内人口は、2019 年に 70 万人を下回って以降も減少しつづけており、さらに、年

齢別人口構成で見ると人口が減少する中、65 歳以上人口比率は増加しており、人口減少・高齢

化が依然として進行しています。加えて、大学等での自粛対策、アルバイトの減少などにより

学生の交流や出会いの場が著しく減少したことにより、少子化に一層拍車をかけるのではない

かとの危惧も聞かれます。この間、人口減少に対して、県や自治体によって様々な対策が図ら

れてきていますが、新型コロナウイルスにより生活のあり方が大きく変化する中、これまでの

持続可能な地域づくりの考え方に、今後はウィズ／アフターコロナの視点を加えていくことも

求められます。 

 

 

２．2021 年度の活動の柱 

 

 （１）組織運営については、定款に基づき、理事会での議論を活性化させるとともに、研究にあ

たっては、テーマごとに「研究チーム」を設置し、丁寧な議論により、研究テーマの背景と

なる問題意識の深化と研究の進展をめざします。 

 

 （２）活動の基本を、「地域の発展と地域で暮らす人への寄り添い」とし、地域に貢献できる研究

を行うことにより、県民福祉の向上や地域の活性化などにつながる実践的研究にとりくみま

す。 

 

 （３）研究については、公益目的事業のさらなる深化と活性化の実現を目指すこととし、内容に

ついては、引き続き中長期的な視野に立った「基礎研究」と「地域・団体などの要請に応じ

た一般研究」の二本立てとし、事業実施に当たっては、研究者を中心としながら、研究員を

募り、チーム体制で進めます。 

 

 （４）研究成果については、県民の公益に資するため、成果物として仕上がった段階で報告書を

発行するとともに、ホームページへの掲載で一般公開することとします。 

 

 



３．2021 年度の具体的な活動内容 

 

 （１）組織体制の確立について 

 

  ① 定款に基づき、総会、理事会等の円滑な運営を図るとともに、研究活動の点検や新たな研

究テーマの設定などセンターの基本的活動のあり方や組織運営方針などについて、理事会に

おける討議を深めます。また、定款に基づく運営に遺漏のないよう、事務局機能の強化を図

ります。 

 

  ② 団体および個人会員の拡大に努めることと合わせて、会員募集の宣伝物作成とホームペー

ジの充実を図ります。 

 

 （２）2021 年度の調査・研究活動 

 

  ① 高知市における「街づくり」の観点から、公共交通を軸とした都市計画・住宅政策などの

多角的な視点に基づく「街づくり」のあり方を探る研究を、官民関連団体と連携を図りなが

ら進めます。 

 

  ② 県下において展開される「集落活動センター」、「あったかふれあいセンター」が地域にお

いてどのような効果や影響を及ぼしているかの検証を行い、人口減少社会における地域課題

に対する住民自治のあり方、両センターの連携のあり方についての研究に共同で取り組んで

いきます。 

 

  ③ 2019 年度から実施した「高知のはたらく男性の調査」については、結果の公表、結果を基

にしたシンポジウムを開催するとともに、これまでの調査をより深化させていくため、引き

続き研究チームによる協議を進め、調査・研究の継続を図ります。 

 

 （３）セミナー・シンポジウムの開催 

 

  ① 変化の早い社会状況に左右されることなく、動きの底流に視点をあてる時事的テーマによ

るセミナーの開催を追求します。その際には、関係する分野の団体等との共催による実施も

検討します。また、シンポジウムについては、公益目的に資する内容を中心に、継続的に行

えるシンポジウム開催を目指します。 

 

  ② 東日本大震災発災 10 年の節目となることから、「3.11 東日本大震災から高知は学ぶ」シン

ポジウムを年内に開催します。 

 

 （４）成果の公開について 

 

  ① これまで行ってきた各々の調査・研究活動の研究成果について、成果物として仕上がった

段階で報告書を発行するとともに、ホームページへの掲載等で広く住民の方に公開していき

ます。 



  ② また、それぞれの年度の研究成果、事業成果を広く県民に還元する意味からも、自治研究

センター年報を作成します。 



収支予算書
2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

公益社団法人 高知県自治研究センター

（単位：円）

科 目 予算額 前年度予算額 増 減

Ⅰ  一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

(1) 経常収益

特定資産運用益             1,000[ ]             1,000[ ]                 0[ ]

特定資産受取利息             1,000             1,000                 0

受取会費         2,196,000[ ]         2,196,000[ ]                 0[ ]

正会員受取会費         2,196,000         2,196,000                 0

受取寄付金         5,800,000[ ]         5,800,000[ ]                 0[ ]

受取寄付金         5,800,000         5,800,000                 0

雑収益             1,000[ ]             1,000[ ]                 0[ ]

受取利息             1,000             1,000                 0

経常収益計         7,998,000         7,998,000                 0

(2) 経常費用

事業費         7,980,000[ ]         6,595,000[ ]         1,385,000[ ]

給料手当         3,330,000         3,330,000                 0

退職給付費用           230,000           225,000             5,000

福利厚生費           600,000           540,000            60,000

旅費研究費           300,000           300,000                 0

通信運搬費           150,000           150,000                 0

事務賃借料           500,000           380,000           120,000

新聞図書費            20,000            20,000                 0

研修会議費         1,200,000           600,000           600,000

消耗品費           100,000           100,000                 0

印刷製本費           550,000           450,000           100,000

諸謝金         1,000,000           500,000           500,000

管理費         1,518,000[ ]         1,403,000[ ]           115,000[ ]

給料手当           370,000           370,000                 0

退職給付費用            30,000            25,000             5,000

福利厚生費            70,000            60,000            10,000

会議研修費           300,000           300,000                 0

通信運搬費            80,000            50,000            30,000

事務賃借料           250,000           170,000            80,000

消耗品費            98,000           108,000 △         10,000

支払手数料           320,000           320,000                 0

経常費用計         9,498,000         7,998,000         1,500,000

評価損益等調整前当期経常増減額 △      1,500,000                 0 △      1,500,000

評価損益等計                 0                 0                 0

当期経常増減額 △      1,500,000                 0 △      1,500,000

２．経常外増減の部

(1) 経常外収益

経常外収益計                 0                 0                 0

(2) 経常外費用

経常外費用計                 0                 0                 0

当期経常外増減額                 0                 0                 0

当期一般正味財産増減額 △      1,500,000                 0 △      1,500,000

一般正味財産期首残高         3,800,000         2,000,000         1,800,000

一般正味財産期末残高         2,300,000         2,000,000           300,000

Ⅱ  指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額                 0                 0                 0

指定正味財産期首残高                 0                 0                 0

指定正味財産期末残高                 0                 0                 0

Ⅲ  正味財産期末残高         2,300,000         2,000,000           300,000



収支予算書内訳表
2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

公益社団法人 高知県自治研究センター （単位：円）

科        目 公益目的事業会計 法人会計 合計

Ⅰ  一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

(1) 経常収益

特定資産運用益                 0[ ]             1,000[ ]             1,000[ ]

特定資産受取利息                 0             1,000             1,000

受取会費           680,000[ ]         1,516,000[ ]         2,196,000[ ]

正会員受取会費           680,000         1,516,000         2,196,000

受取寄付金         5,800,000[ ]                 0[ ]         5,800,000[ ]

受取寄付金         5,800,000                 0         5,800,000

雑収益                 0[ ]             1,000[ ]             1,000[ ]

受取利息                 0             1,000             1,000

経常収益計         6,480,000         1,518,000         7,998,000

(2) 経常費用

事業費         7,980,000[ ]                 0[ ]         7,980,000[ ]

給料手当         3,330,000                 0         3,330,000

退職給付費用           230,000                 0           230,000

福利厚生費           600,000                 0           600,000

旅費研究費           300,000                 0           300,000

通信運搬費           150,000                 0           150,000

事務賃借料           500,000                 0           500,000

新聞図書費            20,000                 0            20,000

研修会議費         1,200,000                 0         1,200,000

消耗品費           100,000                 0           100,000

印刷製本費           550,000                 0           550,000

諸謝金         1,000,000                 0         1,000,000

管理費                 0[ ]         1,518,000[ ]         1,518,000[ ]

給料手当                 0           370,000           370,000

退職給付費用                 0            30,000            30,000

福利厚生費                 0            70,000            70,000

会議研修費                 0           300,000           300,000

通信運搬費                 0            80,000            80,000

事務賃借料                 0           250,000           250,000

消耗品費                 0            98,000            98,000

支払手数料                 0           320,000           320,000

経常費用計         7,980,000         1,518,000         9,498,000

評価損益等調整前当期経常増減額 △      1,500,000                 0 △      1,500,000

評価損益等計                 0                 0                 0

当期経常増減額 △      1,500,000                 0 △      1,500,000

２．経常外増減の部

(1) 経常外収益

経常外収益計                 0                 0                 0

(2) 経常外費用

経常外費用計                 0                 0                 0

当期経常外増減額                 0                 0                 0

他会計振替前当期一般正味財産増減額 △      1,500,000                 0 △      1,500,000

当期一般正味財産増減額 △      1,500,000                 0 △      1,500,000

一般正味財産期首残高         3,800,000                 0         3,800,000

一般正味財産期末残高         2,300,000                 0         2,300,000

Ⅱ  指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額                 0                 0                 0

指定正味財産期首残高                 0                 0                 0

指定正味財産期末残高                 0                 0                 0

Ⅲ  正味財産期末残高         2,300,000                 0         2,300,000



 

第 1 号議案 

 

2020 年度事業報告（案） 

 

Ⅰ．組織運営について 

 
１．2020 年度定時総会の開催 
（１）日  時 2020 年 6 月 20 日（土） 14 時 00 分～15 時 10 分 
（２）場  所 自治労会館 3 階会議室 
（３）出席状況 会員総数 74 人（団体会員 28 人、個人会員 46 人） 

        出席  63 人（団体会員 25 人、個人会員 38 人） 

             うち 6 人（団体会員  2 人、個人会員 4 人）委任状 

38 人（団体会員 23 人、個人会員 15 人）議決権行使書 

（４）議  事 

    第 1 号議案 2019 年度事業報告 
    第 2 号議案 2019 年度収支報告及び監査報告 
    第 3 号議案 任期満了に伴う役員の選任 

 
２．理事会の開催 
（１）2020 年度第 1 回理事会 
  ① 日  時  2020 年 5 月 30 日（土） 13 時 00 分～14 時 20 分 
  ② 場  所  自治労会館 3 階会議室 
  ③ 出席状況  理事・監事 16 人中 14 人出席 
  ④ 議  事 
     第 1 号議案 2019 年度事業報告の承認について 
     第 2 号議案 2019 年度貸借対照表・正味財産増減計算書、財産目録の承認 
           について 
     第 3 号議案 新規会員の承認について 

 
（２）2020 年度第 2 回理事会 
  ① 日  時  2020 年 6 月 20 日（土） 14 時 50 分～15 時 00 分 
  ② 場  所  自治労会館 3 階会議室 
  ③ 出席状況  理事・監事 15 人中 14 人出席 
  ④ 議  事 
     第 1 号議案 役員等の選定について 
     第 2 号議案 新規会員の承認について 

 



（３）2020 年度第 3 回理事会 
  ① 日  時  2020 年 9 月 26 日（土） 13 時 00 分～14 時 30 分 
  ② 場  所  自治労会館 3 階会議室 
  ③ 出席状況  理事・監事 15 人中 9 人出席 
  ④ 議  事 
     第 1 号議案 今後の活動について 

 
（４）2020 年度第 4 回理事会 
  ① 日  時  2021 年 2 月 6 日（土） 10 時 00 分～11 時 00 分 
  ② 場  所  自治労会館 3 階会議室 
  ③ 出席状況  理事・監事 15 人中 11 人 
  ④ 議  事 
     第 1 号議案 事業の進捗状況について 
     第 2 号議案 新年度の事業について 
     第 3 号議案 公益法人立入検査結果について 

 
（５）2020 年度第 5 回理事会 
  ① 日  時  2021 年 3 月 27 日（土） 10 時 00 分～12 時 00 分 
  ② 場  所  自治労会館 3 階会議室 
  ③ 出席状況  理事・監事 15 人中 11 人 
  ④ 議  事 
     第 1 号議案 2021 年度事業計画（案）について 
     第 2 号議案 2021 年度収支予算書（案）について 
     第 3 号議案 2021 年度定時総会の日程について 
     第 4 号議案 2021 年度第 1 回理事会の日程について 

 
３．会員の状況（2021 年 3 月 31 日現在） 

     団体会員 28 団体（前年比 0） 
個人会員 46 人 （前年比＋1） 

 

Ⅱ．2020 年度の調査・研究活動について 

１．働く男性に関する調査研究 
   2019 年に実施した県内で働く男性を対象にした調査の結果分析を高知大学教育学

部の森田教授の全面的なご協力を得て実施し、分析結果を 12 月に記者発表しました。 

 

２．公共交通再生に向けた研究 

   高知市における「街づくり」の観点から、公共交通を軸とした都市計画・住宅政策

などの多角的な視点に基づく「街づくり」のあり方を探る研究について、研究チーム

を設置し、3 回のチーム会議を開催しました。 



 

Ⅲ．研究会・セミナーの開催 

１．セミナーの開催 

 〇コロナ禍で見えてきた「あるべき」世界～暮らし・関係・地域・社会を見つめ直す～ 

    日 時  2020 年 9 月 12 日（土） 13 時 30 分～15 時 00 分 
    場 所  三翠園 
    講 師  内山 節（哲学者） 
    出席者  32 人（会場）、9 人（オンライン） 

 
 ※ 新型コロナウイルス感染拡大にともない延期（延期日未定） 

 ○私たちの「公共」が売られる 

    日 時  2020 年 5 月 16 日（土） 
    場 所  三翠園 
    講 師  堤 未果（国際ジャーナリスト） 

 
２．講演の開催 

 ○ウィズコロナと関係人口：高知県いの町神谷における取り組みを通して 

    日 時  2020 年 9 月 26 日（土） 

    場 所  自治労会館 3階会議室 

    講 師  野田 満（地域研究ユニット“タテマエ”共同主宰） 

 
  



【活動日誌】 

 

2020 年 

日 曜日 会 議 名 等 場所・参加人数等 

5/16 土 ※延期 
堤未果セミナー ～私たちの「公共」が売られる～  

5/21 火 2019 年度監査 自治研究センター事務局、 
監事 2 人、事務局 2 人 

5/30 土 2020 年度第 1 回理事会 自治労会館、理事 12 人、 
監事 2 人、事務局 2 人 

6/20 土 2020 年度定時総会 自治労会館、個人会員 19 人

6/20 土 2020 年度第 2 回理事会 自治労会館、理事 12 人、 
監事 2 人、事務局 2 人 

9/12 土 内山節セミナー 
コロナ禍で見えてきた「あるべき」世界 

三翠園、32 人 
オンライン 9 人 

9/26 土 2020 年度第 3 回理事会 自治労会館、 
理事 9 人、事務局 2 人 

9/26 土 講演「ウィズコロナと関係人口：高知県いの町神谷
における取り組みを通して」（講師：野田満） 自治労会館、15 人 

10/24 土 研究チーム会議（公共交通再生に向けた研究） 自治労会館、8 人 

11/5 木 公益法人立入検査 自治研センター、 
県職員 2 人、事務局 3 人 

12/4 金 記者発表（高知のはたらく男性の調査） 高知県庁、森田准教授、 
理事長、事務局 2 人 

12/4 金 高知のはたらく男性の調査 打合せ 自治労会館、6 人 

 

2021 年 

日 曜日 会 議 名 等 場所・参加人数等 

2/6 土 2020 年度第 4 回理事会 自治労会館、理事 9 人、 
監事 2 人、事務局 2 人 

2/27 土 研究チーム会議（公共交通再生に向けた研究） 自治労会館、6 人 
ウェブ参加、1 人 

3/27 土 2020 年度第 5 回理事会 自治労会館、理事 10 人、 
監事 1 人、事務局 2 人 

3/27 土 研究チーム会議（公共交通再生に向けた研究） 自治労会館、7 人 
ウェブ参加、1 人 

 

 



貸借対照表
2021年 3月31日現在

公益社団法人 高知県自治研究センター

（単位：円）

科 目 当年度 前年度 増 減

Ⅰ  資産の部

１．流動資産

現金預金         2,217,886         2,754,313 △        536,427

前払金            30,000            30,000                 0

流動資産合計         2,247,886         2,784,313 △        536,427

２．固定資産

(2) 特定資産

退職給付引当資産         2,956,160         2,718,720           237,440

事業積立預金         1,500,000         1,230,000           270,000

特定資産合計         4,456,160         3,948,720           507,440

固定資産合計         4,456,160         3,948,720           507,440

資産合計         6,704,046         6,733,033 △         28,987

Ⅱ  負債の部

１．流動負債

未払金            61,578           151,489 △         89,911

預り金            50,204            46,825             3,379

流動負債合計           111,782           198,314 △         86,532

２．固定負債

退職給付引当金         2,956,160         2,718,720           237,440

固定負債合計         2,956,160         2,718,720           237,440

負債合計         3,067,942         2,917,034           150,908

Ⅲ  正味財産の部

１．指定正味財産

指定正味財産合計                 0                 0                 0

２．一般正味財産         3,636,104         3,815,999 △        179,895

（うち特定資産への充当額）         1,500,000( )         1,230,000( )           270,000( )

正味財産合計         3,636,104         3,815,999 △        179,895

負債及び正味財産合計         6,704,046         6,733,033 △         28,987

J410008
テキストボックス
第２号議案

J410008
テキストボックス
2020年度収支報告（案）



貸借対照表内訳表
2021年 3月31日現在

公益社団法人 高知県自治研究センター （単位：円）

科        目 公益目的事業会計 法人会計 合計

Ⅰ  資産の部

１．流動資産

現金預金         2,217,886                 0         2,217,886

前払金            30,000                 0            30,000

流動資産合計         2,247,886                 0         2,247,886

２．固定資産

(2) 特定資産

退職給付引当資産         2,660,545           295,615         2,956,160

事業積立預金         1,500,000                 0         1,500,000

特定資産合計         4,160,545           295,615         4,456,160

固定資産合計         4,160,545           295,615         4,456,160

資産合計         6,408,431           295,615         6,704,046

Ⅱ  負債の部

１．流動負債

未払金            61,578                 0            61,578

預り金            50,204                 0            50,204

他会計借入金 △         72,747            72,747                 0

流動負債合計            39,035            72,747           111,782

２．固定負債

退職給付引当金         2,660,545           295,615         2,956,160

固定負債合計         2,660,545           295,615         2,956,160

負債合計         2,699,580           368,362         3,067,942

Ⅲ  正味財産の部

１．指定正味財産

指定正味財産合計                 0                 0                 0

２．一般正味財産         3,708,851 △         72,747         3,636,104

（うち特定資産への充当額）         1,500,000( )                 0( )         1,500,000( )

正味財産合計         3,708,851 △         72,747         3,636,104

負債及び正味財産合計         6,408,431           295,615         6,704,046



　財務諸表の注記に記載しているため、附属明細書の記載は省略しています。

貸借対照表附属明細書



正味財産増減計算書
2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

公益社団法人 高知県自治研究センター

（単位：円）

科 目 当年度 前年度 増 減

Ⅰ  一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

(1) 経常収益

特定資産運用益               268[ ]               244[ ]                24[ ]

特定資産受取利息               268               244                24

受取会費         1,298,000[ ]         1,259,000[ ]            39,000[ ]

正会員受取会費         1,298,000         1,259,000            39,000

受取補助金等                 0[ ]           500,000[ ] △        500,000[ ]

受取民間助成金                 0           500,000 △        500,000

受取寄付金         5,800,000[ ]         5,800,000[ ]                 0[ ]

受取寄付金         5,800,000         5,800,000                 0

雑収益                44[ ]                42[ ]                 2[ ]

受取利息                44                42                 2

経常収益計         7,098,312         7,559,286 △        460,974

(2) 経常費用

事業費         5,907,390[ ]         5,639,549[ ]           267,841[ ]

給料手当         3,258,700         3,109,748           148,952

退職給付費用           213,696           221,386 △          7,690

福利厚生費           566,237           521,822            44,415

旅費研究費            68,363           119,638 △         51,275

通信運搬費           110,895           144,430 △         33,535

事務賃借料           690,367           339,904           350,463

新聞図書費            20,302            14,516             5,786

研修会議費           430,320           137,986           292,334

消耗品費            17,963           223,754 △        205,791

印刷製本費           270,080           694,995 △        424,915

諸謝金           260,467           111,370           149,097

管理費         1,370,817[ ]         1,234,053[ ]           136,764[ ]

給料手当           362,078           345,527            16,551

退職給付費用            23,744            24,598 △            854

福利厚生費            62,914            57,977             4,937

会議研修費           174,714           253,108 △         78,394

通信運搬費            73,380            45,783            27,597

事務賃借料           312,933           148,015           164,918

消耗品費            42,054            42,445 △            391

支払手数料           319,000           316,600             2,400

経常費用計         7,278,207         6,873,602           404,605

評価損益等調整前当期経常増減額 △        179,895           685,684 △        865,579

評価損益等計                 0                 0                 0

当期経常増減額 △        179,895           685,684 △        865,579

２．経常外増減の部

(1) 経常外収益

経常外収益計                 0                 0                 0

(2) 経常外費用

経常外費用計                 0                 0                 0

当期経常外増減額                 0                 0                 0

当期一般正味財産増減額 △        179,895           685,684 △        865,579

一般正味財産期首残高         3,815,999         3,130,315           685,684

一般正味財産期末残高         3,636,104         3,815,999 △        179,895

Ⅱ  指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額                 0                 0                 0

指定正味財産期首残高                 0                 0                 0

指定正味財産期末残高                 0                 0                 0

Ⅲ  正味財産期末残高         3,636,104         3,815,999 △        179,895



正味財産増減計算書内訳表
2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

公益社団法人 高知県自治研究センター （単位：円）

科        目 公益目的事業会計 法人会計 合計

Ⅰ  一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

(1) 経常収益

特定資産運用益               242[ ]                26[ ]               268[ ]

特定資産受取利息               242                26               268

受取会費                 0[ ]         1,298,000[ ]         1,298,000[ ]

正会員受取会費                 0         1,298,000         1,298,000

受取寄付金         5,800,000[ ]                 0[ ]         5,800,000[ ]

受取寄付金         5,800,000                 0         5,800,000

雑収益                 0[ ]                44[ ]                44[ ]

受取利息                 0                44                44

経常収益計         5,800,242         1,298,070         7,098,312

(2) 経常費用

事業費         5,907,390[ ]                 0[ ]         5,907,390[ ]

給料手当         3,258,700                 0         3,258,700

退職給付費用           213,696                 0           213,696

福利厚生費           566,237                 0           566,237

旅費研究費            68,363                 0            68,363

通信運搬費           110,895                 0           110,895

事務賃借料           690,367                 0           690,367

新聞図書費            20,302                 0            20,302

研修会議費           430,320                 0           430,320

消耗品費            17,963                 0            17,963

印刷製本費           270,080                 0           270,080

諸謝金           260,467                 0           260,467

管理費                 0[ ]         1,370,817[ ]         1,370,817[ ]

給料手当                 0           362,078           362,078

退職給付費用                 0            23,744            23,744

福利厚生費                 0            62,914            62,914

会議研修費                 0           174,714           174,714

通信運搬費                 0            73,380            73,380

事務賃借料                 0           312,933           312,933

消耗品費                 0            42,054            42,054

支払手数料                 0           319,000           319,000

経常費用計         5,907,390         1,370,817         7,278,207

評価損益等調整前当期経常増減額 △        107,148 △         72,747 △        179,895

評価損益等計                 0                 0                 0

当期経常増減額 △        107,148 △         72,747 △        179,895

２．経常外増減の部

(1) 経常外収益

経常外収益計                 0                 0                 0

(2) 経常外費用

経常外費用計                 0                 0                 0

当期経常外増減額                 0                 0                 0

他会計振替前当期一般正味財産増減額 △        107,148 △         72,747 △        179,895

当期一般正味財産増減額 △        107,148 △         72,747 △        179,895

一般正味財産期首残高         3,815,999                 0         3,815,999

一般正味財産期末残高         3,708,851 △         72,747         3,636,104

Ⅱ  指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額                 0                 0                 0

指定正味財産期首残高                 0                 0                 0

指定正味財産期末残高                 0                 0                 0

Ⅲ  正味財産期末残高         3,708,851 △         72,747         3,636,104



　財務諸表の注記に記載しているため、附属明細書の記載は省略しています。

正味財産増減計算書附属明細書



（単位：円）

科目 場所等 物量 使用目的等 金額

Ⅰ 資産の部

１．流動資産

　　　現金・預金

　　　普通預金 四国労働金庫　高知支店　             運転資金として保有 2,217,886

　普通預金　3377677

　　　前払金 （一財）高知県自治労会館 家賃の前払い分 30,000

流動資産合計 2,247,886

２．固定資産

(1) 特定資産

　　  退職給付引当資産 四国労働金庫　高知支店             公益目的事業の退職給付引当金見合い資 2,660,545

　定期預金　4294390             金として管理している。

            法人会計の退職給付引当金見合い資金と 295,615

            して管理している。

　　  事業積立預金 四国労働金庫　高知支店 特定費用準備資金であり公益社団法人移 1,500,000

　普通預金　3377677 行10周年事業に使用する為規定により

積立、管理している。

特定資産合計 4,456,160

固定資産合計 4,456,160

資産合計 6,704,046

Ⅱ 負債の部

１．流動負債

　　　未払金 61,578

株式会社英光事務機             パフォーマンスチャージ代金の未払い分 7,086

厚生労働省             社会保険料の未払い分 40,287

株式会社朝日ネット             プロバイダ料の未払い分 1,650

ＮＴＴファイナンス株式会社             電話・ネット料の未払い分 6,429

従業員             残業手当の未払い分 6,126

　　　預り金 50,204

従業員             従業員から預かった社会保険料 39,351

従業員             従業員から預かった雇用保険料 10,853

流動負債合計 111,782

２．固定負債

　　退職給付引当金１             公益目的事業の従業員に対する退職金支 2,660,545

　             払いに備えたもの。

　　退職給付引当金２             法人会計の従業員に対する退職金支払い 295,615

            に備えたもの。

固定負債合計 2,956,160

負債合計 3,067,942

正味財産 3,636,104

財産目録

2021年3月31日 現在



財務諸表に対する注記 

 

１．重要な会計方針 

「公益法人会計基準」（平成 20 年 4 月 11 日 平成 21 年 10 月 16 日改正 内閣府公益認定等委員会）

を採用しています。 

 （１）引当金の計上基準 

    退職給付引当金は、社内規定による期末現在の要支給額により計上しております。 

 （２）消費税等の会計処理 

    消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。 

 

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 

 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。 

                                       （単位：円）  

科 目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

特定資産     

 退職給付引当資産 2,718,720 237,440 0 2,956,160 

 事業積立預金 1,230,000 270,000 0 1,500,000 

合 計 3,948,720 507,440 0 4,456,160 

 

 

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳 

 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。    

                                       （単位：円） 

科 目 当期末残高 
(うち指定正味財産 

からの充当額) 

（うち一般正味財産 

からの充当額） 

（うち負債に 

  対応する額） 

特定資産     

 退職給付引当資産 2,956,160 (        0) (        0) (    2,956,160) 

 事業積立預金 1,500,000 (        0) (    1,500,000) (        0) 

合 計 4,456,160 (        0) (    1,500,000) (    2,956,160) 

 

 

 





第３号議案 

 

理事の選任について 

 
 
 
 



第１章 総則

（名称）
第１条 この法人は、公益社団法人高知県自治研究センター（以下「この法人」という。）と称する。

（事務所）
第２条 この法人は、主たる事務所を高知市鷹匠町２丁目5番47号に置く。

第2章 目的及び事業

（目的）
第３条 この法人は、高知県における自治のあり方や自治体行政課題などについて総合的な調査

研究を行い、住民に密着した民主的な自治体行政を推進することを目的とする。

（事業）
第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（１） 資料センターとしての事業
地方自治関係法、都市町村問題、環境問題、住民福祉とサービスの税財政など自治体政

策に関するあらゆる文献と資料の収集と整理を行い、各自治体の要請に応える。
（２） 研究事業

地方自治のあり方、自治体経営、地方行財政、地域福祉の推進など自治体施策の研究を
行う。

（３） 教育、調査活動の事業
前２号と関連する調査の受託、研究会、講演会などの開催を行う。

（４） 編集・刊行を行う事業
政策に関する定期刊行物、その他資料図書の編集を行う。

（５） その他この法人の公益目的を達成するため必要とする事業
２． 前項の事業は、高知県において行うものとする。

第３章 会員

（法人の構成員）
第５条 この法人の目的に賛同し、入会した者をもって会員とする。

２． 会員の種類は、次のとおりとする。
（１） 個人会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
（２） 団体会員 この法人の目的に賛同して入会した団体

３． 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「法人法」という。）
上の社員とする。

（会員の資格の取得）
第６条 この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得な

ければならない。

（経費の負担）
第７条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会

員は、別に定める額（以下「会費」という。）を支払う義務を負う。

（任意退会）
第８条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会す

ることができる。

（除名） 　
第９条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において議決権の過半数を有する

会員が出席し、総会員の３分の２以上の議決により、これを除名することができる。この場合、
その会員に対し、総会の１週間前までに除名する旨の理由を付して通知し、議決の前に弁明
の機会を与えなければならない。

（１） この定款その他の規則に違反したとき。
（２） この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
（３） その他除名すべき正当な事由があるとき。

２． 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

（会員資格の喪失）
第10条 前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失

する。
（１） 会費の支払義務を２年以上履行しなかったとき。
（２） 総会員が同意したとき。
（３） 当該会員が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

公益社団法人高知県自治研究センター　定款



（会員の資格喪失に伴う権利及び義務）
第11条 前条の規定により会員の資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免

れる。ただし、未履行の義務に関してはこれを免れることはできない。

（会費、その他拠出金品の不返還）
第12条 第１０条の規定により資格を喪失した会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返

還しない。

第４章 総会

（構成）
第13条 総会は、すべての会員をもって構成する。

２． 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

（権限）
第14条 総会は、次の事項について決議する。

（１） 会員の除名
（２） 理事及び監事の選任又は解任
（３） 理事及び監事の報酬等の額
（４） 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認
（５） 定款の変更
（６） 解散及び残余財産の処分
（７） 不可欠特定財産の処分の承認
（８） その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

２． 前項の規定にかかわらず、次条第３項第２号により開催された総会においては、総会招集
を請求する書面に記載した目的及び審議事項以外の事項は、決議することができない。

（種類及び開催）
第15条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。

２． 定時総会は、毎事業年度終了後３ケ月以内に１回開催する。
３． 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

（１） 理事会が必要と認めたとき。
（２） 総会員の議決権の１０分の１以上の議決権を有する会員から会議の目的である事項及

び招集の理由を記載した書面により開催の請求があったとき。

（招集）
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集す

る。ただし、総会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
２． 理事長は、前条第３項の規定による招集の請求があったときは、その日から３０日以内に

臨時総会を招集しなければならない。
３． 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、審議事項その他の法令に定める事項

を記載した書面をもって、少なくとも総会開催の日の１週間前までに会員に通知しなければ
ならない。ただし、総会に出席しない会員が書面により議決権を行使できる旨を決定した場
合には、総会開催の日の２週間前までに通知をしなければならない。

（議長）
第17条 総会の議長は、当該総会において、出席した会員の中から選出する。

（定足数）
第18条 総会は、会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

（議決権）
第19条 総会における議決権は、会員１名につき１個とする。

（決議）
第20条 総会の決議は、法人法第４９条第２項に規定する事項及びこの定款に別に規定するもの

を除き、総会員の過半数の会員が出席し、出席した会員の過半数をもって行い、可否同数の
ときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員としての議決に加わる
権利を有しない。

２． 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の３分の２以上に当たる多数をもって行わ
れなければならない。

（１） 会員の除名
（２） 監事の解任
（３） 役員等の責任の一部免除
（４） 定款の変更
（５） 事業の全部の譲渡
（６） 解散
（７） 合併契約の承認
（８） 不可欠特定財産の処分
（９） その他法令で定められた事項

３． 理事又は監事を選任する議案を決議をするに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行



わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第２４条第1項に定める定数を上回
る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまで
の者を選任することとする。

４． 理事又は会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき
会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨
の総会の決議があったものとみなす。

（書面表決等）
第21条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、

書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。

２． 前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
３． 第１項の規定に基づき代理行使された議決権は、出席した会員の議決権の数に算入する。

（報告の省略）
第22条 理事が会員全員に対し、総会に報告すべき事項について通知した場合において、その事

項を総会に報告することを要しないことに関して、会員の全員が書面又は電磁的記録により
同意の意思表示をした場合は、その事項の総会への報告があったものとみなす。

（議事録）
第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（１） 総会の日時及び場所
（２） 会員の現在数
（３） 総会に出席した会員の数（議決権行使書面を提出した会員を含む。）
（４） 審議事項及び議決事項
（５） 議事の経過及び要領並びに発言者の発言の要旨
（６） 議事録署名人の選任に関する事項

２． 議長及び総会で選出された議事録署名人２名は、前項の議事録に記名押印する。

第５章 役員等

（役員の設置）
第24条 この法人に次の役員を置く。

（１） 理事長　　　　１名
（２） 副理事長 ２名以内
（３） 常務理事 １名
（４） 理事　　　　 ８名以上１５名以内（理事長、副理事長、常務理事を含む。）
（５） 監事 ２名

２． 前項の理事長及び副理事長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第
９１条第１項第２号の業務執行理事とする。

（役員の選任）
第25条 理事及び監事は、会員の中から総会の決議によって選任する。

２． 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
３． 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
４． 理事又は監事に異動があったときは、２週間以内に登記を行い、登記事項証明書を添え

て、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
５． 理事のうち、理事のいずれか１名とその配偶者又は３親等内の親族その他特別の関係

にある者の合計数は、理事総数（現在数）の３分の１を超えてはならない。また、監事につい
ても同様とする。

６． 他の同一の団体（公益法人を除く。）の理事又は使用人である者その他これに準ずる相
互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数（現在数）の３分の１を超えて
はならない。また、監事についても同様とする。

（理事の職務及び権限）
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

２． 理事長は、法令及び定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を統括する。
３． 副理事長は理事長を補佐する。
４． 常務理事は、業務の執行をはかり、理事長を補佐する。
５． 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度ごとに４ケ月を超える間隔で２回以上、

自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）
第27条 監事は次に掲げる職務を行う。

（１） 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
（２） この法人の業務及び財産の状況を監査すること。
（３） 理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
（４） 理事が不正行為を行い、もしくは当該行為を行うおそれがあると認めるときは、遅滞なくそ

の旨を理事会に報告すること。
（５） 前号の場合において必要があると認めるときは、理事長に対し理事会の招集を請求する

こと。この場合において、請求の日から５日以内に、その請求の日から２週間以内に理事会



を開催する旨の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
（６） 理事が総会に提出しようとする議案や書類その他法務省令で定めるものを調査し、法令

もしくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を総会に
報告すること。

（７） 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、又
これらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって著しい損害が生ずるおそ
れがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。

（役員の任期）
第28条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会

終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
２． 監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会

終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
３． 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
４． 理事及び監事は、第２４条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任

により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利
義務を有する。

（役員の解任）
第29条 理事及び監事は、総会において会員総数の３分の２以上の決議によって解任することが

できる。

（役員の報酬等）
第30条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、総会で報酬等を支給することについて承認され

た常勤の理事は、総会において定める総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等
の支給基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。また、総会で報酬等
を支給することについて承認された監事については、総会において定める総額の範囲内で、
監事の協議により別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬等として支給す
ることができる。

２． 役員には、費用を弁償することができる。
３． 第１項の規定の適用に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

（就業及び利益相反取引の制限）
第31条 理事は、次に掲げる場合には、総会において、その取引につき重要な事実を開示し、その

承認を受けなければならない。
（１） 理事が自己又は第三者のためにこの法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
（２） 理事が自己又は第三者のためにこの法人と取引をしようとするとき。
（３） この法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間においてこの法人と当

該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
２． 前項の取引を行った理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理

事会に報告しなければならない。

（損害賠償責任の免除）
第32条 この法人は、法人法第１１１条第１項に規定する損害賠償責任について、役員が職務を行

うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その
役員の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、賠償責任額から法
令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事の過半数の同意によって免除
することができる。

（幹事会）
第33条 第４条の事業の実施に関する方針及び研究方法の検討を行うため幹事会を置くことがで

きる。
２． 幹事会の設置及び運営に関する規程は、別に定める。

第６章 理事会

（構成）
第34条 この法人に理事会を置く。

２． 理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権限）
第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

（１） 総会の日時、場所及び総会の目的事項の決定
（２） 規則、規程の制定、廃止及び変更に関する事項
（３） 前号のほかこの法人の業務執行の決定
（４） 理事の職務の執行の監督
（５） 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
（６） 前各号に掲げるもののほか、理事会において必要と認めた事項

２． 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができな
い。

（１） 重要な財産の処分及び譲受け



（２） 多額の借財
（３） 重要な職員の選任及び解任
（４） 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
（５） 職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業

務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
（６） 第３２条に定める責任の一部免除

（開催）
第36条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

（１） 理事長が必要と認めたとき。
（２） 理事長以外の理事より会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったと

き。
（３） 前号の請求があった日から５日以内にその請求があった日から２週間以内の日を理事会

の日とする旨の理事会招集の通知が発せられない場合において、請求した理事が招集したと
き。

（４） 監事からの招集の請求があったとき。

（招集）
第37条 前条第３号及び第４号の場合を除き、理事会は理事長が招集する。

２． 理事長は、前条第２号又は第４号に該当する場合は、その日から２週間以内に理事会を
招集しなければならない。

３． 理事会を招集するときは、理事会の日の１週間前までに、各理事及び各監事に対しその通
知をしなければならない。

４． 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の
手続を経ることなく開催することができる。

５． 理事長が欠けたとき又は事故あるときは、各理事が理事会を招集する。

（議長）
第38条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

２． 前項の規定にかかわらず、理事長が欠けたとき又は事故あるときは、理事長を選出する
までの間、理事会の議長は副理事長がこれに当たる。

（決議）
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出

席し、その過半数をもって行う。
２． 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき

理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、その提案を可決する
旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたと
きは、その限りではない。

（議事録）
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

２． 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名、押印する。

第７章 資産及び会計

（資産の構成）
第41条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

（１） 設立当初の財産目録に記載された財産
（２） 会費
（３） 寄附金品
（４） 資産から生ずる収入
（５） 事業に伴う収入
（６） その他の収入

（資産の種類）
第42条 この法人の資産は、基本財産及びその他の財産とする。

２． 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
（１） 基本財産とすることを指定して寄附された財産
（２） 理事会において基本財産に繰り入れることを決議した財産

３． その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

（資産の管理）
第43条 この法人の資産の管理については、理事長が行うものとし、その方法については、総会の決

議を経て、理事長が別に定める。
２． この法人は、保有する株式（出資）に係る議決権を行使してはならない。

（基本財産）
第44条 この法人の基本財産は、第４２条第２項に定める財産とする。

２． 前項の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「認定法」と
いう。）第５条第１６号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産であり、この法



人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するとき
は、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。

（経費の支弁）
第45条 この法人の経費は、財産をもって支弁する。

（事業年度）
第46条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

（事業計画書及び収支予算書等）
第47条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類に

ついては、理事長が毎事業年度開始の日の前日までに作成し、理事会の承認を受けなければ
ならない。これを変更する場合も同様とする。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。

２． 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一
般の閲覧に供するものとする。

３． 第１項の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始日の前日までに行政
庁に提出しなければならない。

（事業報告及び決算）
第48条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後３ケ月以内に理事長は次の

書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
（１） 事業報告
（２） 事業報告の附属明細書
（３） 貸借対照表
（４） 損益計算書（正味財産増減計算書）
（５） 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書
（６） 財産目録

２． 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第６号の書類については、定
時総会に提出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認
を受けなければならない。

３． 第１項の計算書類については、毎事業年度の経過後３ケ月以内に行政庁に提出しなけれ
ばならない。

４． 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するも
のとする。

（１） 監査報告
（２） 理事及び監事の名簿
（３） 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
（４） 運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載

した書類

（公益目的取得財産残額の算定）
第49条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第４８条の

規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、
前条４項第４号の書類に記載するものとする。

（長期借入金）
第50条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短

期借入金を除き、総会において会員の過半数が出席し、総会員の議決権の３分の２以上の議
決を得なければならない。

２． この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行う場合も前項と同様である。

（会計原則）
第51条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

第８章 基金

（基金の募集）
第52条 この法人は、基金の拠出を会員又はその他第三者に求めることができる。

２． 拠出された基金は、この法人が解散するまでは返還しないものとする。

（基金の返還）
第53条 基金の返還の手続については、法人法第２３６条の規定に従い、基金の返還を行う場所、

方法、その他の必要な事項を清算人において別に定める。

第９章 定款の変更及び解散

（定款の変更）
第54条 この定款は、総会において、総会員の３分の２以上の議決により、変更すること

ができる。
2. 前項の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。



（合併等）
第55条 この法人は、総会において、総会員の議決権の３分の２以上の議決により、他の法人法上

の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
２． この法人が前項の合併又は譲渡をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け

出なければならない。

（解散）
第56条 この法人は、法人法第１４８条の事由によるほか、総会において、総会員の議決権の３分

の２以上の議決により解散する。

（公益認定の取消し等に伴う贈与）
第57条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合（その

権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、総会の決議を経て、公益目的
取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から１
ケ月以内に、認定法第５条第１７号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するも
のとする。

（残余財産の帰属）
第58条 この法人が解散等により清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、

認定法第５条第１７号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

（公告の方法）
第59条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第11章 事務局

（事務局）
第60条 この法人の事務を処理するために、この法人に事務局を置く。

２． 事務局には、次の職員を置く。
（１） 事務局長 １名
（２） 事務局次長 若干名
（３） 研究所員 若干名
（４） 事務局員 若干名

３． 前項第１号の事務局長の選任及び解任については、理事会で行う。
４． 第２項第１号以外の職員については、理事長が任免する。
５． 事務局の組織、運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。

（書類及び帳簿の備置き）
第61条 事務局には、次に掲げる書類及び帳簿を常に備置かなければならない。

（１） 定款
（２） 会員名簿及び会員の異動に関する書類
（３） 総会で議決権代理行使をした場合の委任状
（４） 総会で書面による議決権の行使をした場合の議決権行使書
（５） 第２０条第４項に規定する総会の決議の省略をした場合の同意書　
（６） 第３９条第２項に規定する理事会の決議を省略した場合の同意書
（７） 理事、監事及び会員の名簿並びに履歴書
（８） 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
（９） 定款に定める機関（理事会及び総会）の議事に関する書類

（１０） 財産目録
（１１） 役員等の報酬規程（第３０条第１項ただし書に該当する場合）
（１２） 事業計画書及び収支予算書
（１３） 事業報告書及び収支計算書等の計算書類
（１４） その他法令で定める書類及び帳簿

第12章 雑則

（委任）
第62条 この定款の施行に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。

  附則

１． この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公
益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下
「整備法」という。）第１０６条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

２． この法人の最初の理事長（代表理事）は山本晉平、副理事長（代表理事）は筒井早智子、　　　　　
折田晃一、常務理事（業務執行理事）は石川俊二とする。

３． 整備法第１０６条第１項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人設立の登記を
行ったときは、第４６条の規定にかかわらず解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、
設立の登記の日を事業年度の開始日とする。



団体会員 個人会員

1 県 職 連 合 1 畦 地 和 也 41 小 坂 雄 一 郎

2 高 知 市 職 労 2 石 川 俊 二 42 北 村 香 奈 江

3 土 佐 清 水 市 職 労 3 折 田 晃 一 43 名 倉 海 子

4 宿 毛 市 職 労 4 川 田 勲 44 弘 田 条

5 須 崎 市 職 労 5 川 﨑 敬 子 45 森 川 直 只

6 土 佐 市 職 労 6 坂 本 茂 雄 46 吉 岡 章

7 南 国 市 職 労 7 筒 井 早 智 子 47 横 山 浩 司

8 香 南 市 職 労 8 堀 洋 子

9 黒 潮 町 職 労 9 山 﨑 秀 一

10 中 土 佐 町 職 労 10 山 村 一 正

11 日 高 村 職 労 11 山 本 洋 子

12 い の 町 職 労 12 田 尾 隆

13 仁 淀 川 町 職 労 13 福 永 明

14 馬 路 村 職 労 14 津 野 誠

15 共 済 労 組 15 中 山 久 美

16 仁 淀 衛 生 事 務 労 組 16 森 下 乃 文

17 国 保 労 組 17 児 嶋 鈴 香

18 住 宅 供 給 公 社 労 組 18 高 橋 立 一

19 建 設 技 術 公 社 労 組 19 中 平 正 幸

20 支 援 員 労 組 20 岡 林 俊 司

21 須 崎 市 民 保 労 組 21 間 嶋 祐 一

22 高 知 競 輪 競 馬 労 組 22 金 子 伸

23 県 本 部 書 記 労 23 岡 崎 邦 子

24 自 治 労 高 知 県 本 部 24 武 内 則 男

25 連 合 高 知 連 合 会 25 竹 村 暢 文

26 全水道高知水道労組 26 中 山 研 心

27 黒 潮 町 27 森 幹 夫

28 防 治 会 28 石 井 孝

29 関 隆

30 矢 野 佳 仁

31 東 森 歩

32 山 下 久 人

33 國 弘 昭

34 山 中 誠

35 大 野 辰 哉

36 山 﨑 幹 生

37 森 尚 子

38 福 田 善 乙

39 横 山 定 子

40 伊 藤 豊 隆
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